
パブリック・コメント手続の流れ  
 

 

 

 

 

 

                     【お知らせ方法】  

 ・広報ひがしうら、ホーム  

                       ページ等に掲載  

 

 

                     【公表方法】  

 ・ホームページに掲載  

 ・担当部署での閲覧  

 

 

                     【提出方法】  

 ・郵便    ・ファックス  

 ・直接持参  ・電子メール  

                  【提出期間】  

 ・公表から概ね１ヶ月間  

 

 

 

 

 

                     【お知らせ方法】  

 ・ホームページに掲載  

 

 

 

                     【公表方法】  

 ・ホームページに掲載  

 ・担当部署での閲覧  

①計画等の案の作成  

③計画等の案及び資料の公表  

④住民皆さんからの意見を募集  

⑤提出された意見を参考に  

計画等の意思決定  

 

⑦提出された意見とその意見に  

対する町の考え方を公表  

計画等の案を修正したときは、 

その修正内容も併せて公表  

 

②事前に公表する旨のお知らせ  

⑥事前に公表する旨のお知らせ  


